
アカデミー
「研修」の現場を行く！

高度経済成長期に建てられた
公共施設の老朽化が進んでいる

武蔵野市は、東京都の郊外、多摩地区（市町村
部）の東の端として特別区（練馬区、杉並区）と
接し、北は西東京市、南は三鷹市、西は小金井市
と接している。平坦な武蔵野台地の上に住宅が立
ち並ぶ首都圏の典型的なベッドタウンだが、JR中
央線で都庁がある新宿と、京王井の頭線で渋谷と
直結する吉祥寺駅周辺はデパートや専門店が集ま
る大規模な商業地区。通勤や買物の便利さと緑豊
かな井之頭公園が好感されて、「住みたい街ナン
バーワン」にたびたび選ばれている。それもあっ
て現状、人口は微増傾向にある。
面積は10.93k㎡、人口は14万3,908人（平成28年

８月１日現在）。人口密度は１k㎡あたり１万3166人。
昭和22年11月に市制を施行して以来、市町村合併
は一度も経験していない。
特徴ある独自の施策として、コミュニティバス

「ムーバス」（７ルート９コース／運賃100円）の運
行、総合的な子育て支援策「0123」の実施、年間
1000万円を上限とする福祉団体、民間への補助金
を支出して高齢者の生活を総合的に支援する「テ
ンミリオンハウス事業」などを行っている。平成23
年にオープンした「武蔵野プレイス」は図書館と
生涯学習支援、市民活動支援、青少年活動支援の
複合施設として年間160万人が利用し、市民１人あ

たり年間11回以上と、利用率がかなり高い施設で
ある。
武蔵野市は戦後の高度経済成長時代、住宅地と

して開発が進んで人口が急増し、それに対応する
ために公共施設が数多く建てられた。そのかなり
の部分を占めるのは12校の小学校と６校の中学校
の校舎である。
平成26年度の数字では、市内の公共施設数は約

190棟で、その総延床面積は約32.9万㎡あった。そ
のうち築後30年を超えた建物が約100棟、約20.4万
㎡で、面積比で約62％を占めていた。20年超えに
なると約77％もある。昭和56年に耐震基準を強化
した新しい建築基準法が施行されているが、それ
以前に建てられた公共施設の延床面積は16.1万㎡で、
面積比で48.9％もあった。耐震改修は完了している
が、老朽化した公共施設の計画的な整備は武蔵野
市の市政にとって大きな課題になっている。

「計画的施設整備」の始まりから
予算化・運用開始まで

武蔵野市で「公共施設ファシリティマネジメント
（FM）」と「計画的施設整備」が、建設関係の技術
部署を中心に意識されるようになったのは、平成10
年以前にさかのぼる。昭和に増加した市の人口は
平成に入ると減少に転じ、学齢期人口が減って学
校など公共施設の新規建設が一段落するとともに、
高度経済成長期に建てられた公共施設の築年数が

職員の「目」で劣化を判断する
「計画的施設整備」で、
公共施設の老朽化に対応

東京都武蔵野市

東京都のベッドタウン武蔵野市では、高度経済成長時代に建てられた公共施設の老朽化が進み、築後30年を超え
た建物が延床面積比で６割以上を占める。財務部施設課（旧・建設部建築課）は施設の計画保全と長寿命化を図る
「計画的施設整備」に取り組み、平成17年度から「年次整備計画」に基づいて予算化された工事が実施されてい
る。武蔵野市は将来を見据え、公共施設総量の見直しとその再配置にも着手している。
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20年を超え、補修工事の頻度が増加しはじめた。
広義のFMには、公共施設の統廃合や再配置、
PFIやPPPのような民間活力の導入なども含まれて
いるが、武蔵野市の技術部署が意識した計画的施
設整備とはその中の「計画保全」と「長寿命化」
の部分だった。工事の分類で言えば、主に「劣化
保全工事」と「改良保全工事」の区分にあたる。
既存の公共施設の質を見直し、その機能の劣化を
食い止め、耐震性や環境性能を向上させる。さら
に、バリアフリー化などさまざまなニーズに見合っ
た機能を付加していく。
平成10年、建設部建築課（現在の財務部施設課）

から正式に「公共施設の計画的整備」の必要性が
発意された。それを受けて市の「第三期長期計画
第二次調整計画」の中に「公共施設の計画的整備
の推進」という記載が盛り込まれた。それを行う
ために建設部建築課には「計画的施設整備」の担
当職員２名が配置され、まず最初に既存施設の施
設台帳からの基礎情報の収集・整理という「見え
る化」に着手している。これは200か所近くある公
共施設１つひとつについて、紙の「確認申請状況
調査票」や「工事履歴調査票」を１枚１枚、ひた
すら手書きで記録していく地道な作業だった。
平成12年12月、庁内に「公共施設整備計画検討

委員会」が発足し、管財、教育、福祉、防災、環
境など各部局のメンバーによる検討委員会とワー
キングによる計画的施設整備の検討が始まった。
これは本格的な庁内での周知と、計画立ち上げの
準備段階である。平成13年11月、「公共施設の整備
計画策定にあたって」という報告書がまとめられ
た。
 
●公共施設整備計画検討委員会の報告内容
（基本方針）

特に優先するもの
•耐震性を中心とした防災性能→耐震改修
•経年劣化や法的不適格の改善を中心とした劣化
保全性能・防火避難規定に関する安全性能→劣
化保全・定期点検

その他整備するもの
•福祉・環境・CS等の整備保全・劣化調査対象部
位の考え方
•不具合時に多大な影響を及ぼすもの、人命に係
るもの、修繕に多額の工事費が予想されるもの
を保全部位とする
 
平成13年から平成15年にかけて、情報管理のた

めの「施設管理システムの開発」という作業を
行っている。先に収集・整理していた「確認申請
状況調査票」や「工事履歴調査票」のような基礎
情報をはじめ、CADシステムも導入して改修図面
も入力。施設の劣化部位、劣化機器の選定やその
データの収集、システムへの入力、さらに長期修
繕計画の作成も行っている。
その間、平成14年に庁内の組織変更があり、建
設部建築課は「財務部施設課」に再編・改称され
た。
平成16年、FCI（残存不具合率）という指標を
活用して作成された「長期修繕計画」によって計
画的整備の必要性を説明する「武蔵野市公共施設
保全整備の方針」の行政報告を行っている。これ
によって保全整備の予算化の道が開かれた。予算
化されて平成17年度の工事から事業化され、保全
整備の運用が始まった。
最初の提案から運用開始まで約７年かかってい

るが、全て庁内主導で武蔵野市の市職員の手で進
められている。

長期修繕計画と
FCI
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「公共施設保全整備費」を
算出した手順とは

武蔵野市の「計画的設備整備」では、次のよう
な手順で「公共施設保全整備費」を算出している。
１　「長期修繕計画」
公共施設を一定の年数まで使用することを前提

に、建物の根幹となる部位・機器ごとに「耐用年
数」を定め、その更新費用を機械的に集計した
データ。
２　FCI（残存不具合率）で修正
長期修繕計画のデータをFCIという指標で修正す

る。FCI（残存不具合率）とは、「累計残存不具合
費（長期修繕計画の更新費用合計）」を「施設復成
価格（現時点で新築する場合の再調達価格）」で
割って、100（％）をかけた数値。このFCIが適正
と言われる約５％以下を保つには毎年、どれぐらい
の費用が必要になるかを試算する。
３　FCIで修正・算出した保全施設費をそのまま利
用する施設と、個別に保全施設費を算出する施
設を分けて考える
•FCIを利用する施設群
学校施設、コミュニティセンター、保育園、児童

施設、消防分団、市営住宅、学校給食施設、市政
センターなど
•FCIを利用せず、個別に算出する施設群
市庁舎、文化施設、スポーツ施設、図書館、福
祉施設、乳幼児施設、保健センター、商工会館な
ど
FCIを利用しないのは、施設規模や用途によって

大型機器の保全整備費に対するウエートが高いた
め、FCIの活用が向いていないため。長期修繕計画
をもとに改修費を個別に試算している。
１～３の手順で「公共施設保全整備費」を算出

したところ、武蔵野市では今後30年間に７億4,600
万円の改修費が必要になるという結果が出た。
長期修繕計画もFCIも明確な金額や数値が算出

されるので、建築の専門家ではない一般の人には
理解されやすいが、武蔵野市ではそれをそのまま
適用、予算化してはいない。
「毎年、施設課の職員が施設一つひとつに入って、
現地調査を行って建物や機器の劣化状況などを個
別に評価する『劣化カルテ』のデータを作成してい
ます。これは当市独自のやり方ではないかと思いま
す。市域が小さく施設の棟数も190程度だからでき
ることなのかもしれませんが」（武蔵野市財務部施
設課主事・岡崎佳奈さん）
基礎的なデータとして長期修繕計画やFCIも参考

にしつつ、実際には職員の「目」で確かめた「現
状」に応じた判断で年次整備計画を作成し、それ
をもとに予算要求が行われる。

各施設の「年次整備計画」は
このように作成される

「年次整備計画」の作成は、予算を執行する年度
の前々年度から始まっている。
まず、12月から１月にかけて、財務部施設課の職
員（岡崎さんら保全担当の３名）が各公共施設に
立ち入って「劣化調査」を行い、「劣化カルテ」を
作成する。
 
●劣化調査の評価項目
•劣化状況
•耐用年超過年数
•劣化の危険度
•劣化の重要度
•過去の事故歴
•施設の重要度　など

公共FM戦略の全体構想（公共施設ファシリティマネジメント
戦略より）

概算要求時の工事区分
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毎年、調査結果は数値化され、優先順位がつけ

られ、対象工事が決定する。耐用年超過年数が同
じでも、現状の劣化が遅くて工事を先延ばしにす
ることもあれば、劣化が早くて前倒しにすることも
ある。劣化状況以外の評価項目も当然、加味され
ている。３～５月頃、工事見積もりの積算が行われ
て施設課の直属上長の財務部長や財政課長に説明
される。
その後は８月頃、予算を要求する施設主管課へ

の依頼が行われる。依頼すれば仕事はそれで終わ
りではなく、９月には施設課が提案した工事全てに
ついて、説明資料、写真付きの説明補助資料を作
成して市長の前で説明を行う「市長ヒアリング」が
行われる。10月に市長と企画部、財務部による
「査定」を受けて実施工事が決まり、新年度予算案
にそれが反映される。市議会で可決・成立した予
算が新年度の４月以後に執行されて、整備工事に
着工するという段取りになっている。
公共施設の年次整備計画は平成17年度から始ま

り、平成28年度までに補正予算を組んで劣化保全
工事を行った年度は４回で、原則として当初予算で
おさめられている。その他状況に応じて必要な改
修を行う「施設再整備計画」も作成されていて、
それは年次整備計画にも反映される。

優先順位をつけるが
「道連れ工事」にも柔軟に対応

劣化保全整備は、その施設が存在する限りエン
ドレスに発生する。原則として優先順位をつけて計
画的に改修しているが、「一緒に工事をしたほうが
合理的になる」と施設課が判断した場合は「道連
れ工事」を提案することもある。
「学校のトイレで、劣化カルテによると給排水の

配管改修が保全工事として必要となりますが、便
器の取り替えやバリアフリー化、内装工事も含めて
全面改修しています。劣化保全と機能をレベル
アップさせる改修工事を同時に施工しました」（岡
崎さん）
学校の屋上防水工事でも、漏水する前に改修を
行うことで無駄な内装改修費を抑え、学校の運営
にも支障をきたさないようにしている。
そうした劣化保全だけでなく改良保全も盛んに
行われている。「耐震性能整備」は建築基準法が改
正された昭和56年から学校を対象に耐震補強が始
まったが、平成23年の東日本大震災以降、体育館
の「直天井」「特定天井（吊り天井など）」のような
非構造部材の状況調査を実施し、その改修工事を
行っている。吊り天井は「3.11」当日、東京都内の
施設「九段会館」で崩落して死者が出たが、武蔵
野市でも開会中だったが休廷中に市議会の議場で
崩落が起きていた。
「福祉性能整備」は平成21年のバリアフリー新法、
東京都バリアフリー条例の施行に合わせて改修基
本方針案を作成した。「環境性能整備」は主要施設
のエネルギー診断を実施し、平成23年の省エネ法
改正に合わせて環境政策課とともに省エネ化の
ロードマップを作成している。
「防災安全性能整備」では、公共施設のエレベー
ターに地震発生時の「リスタート機能」を整備する
工事費を予算化して順次実施。平成25年度に終了
した。
「全エレベーターが対象だったのですが、実態調
査に基づいて、『必要性』と『工事費』を軸に評価
し優先順位をつける『ポートフォリオ』を作成しま
した。それにより工事を複数の年度に分けて実施
して、予算を平準化しています」（岡崎さん）
「既存不適格整備」では学校、保育園の防火

計画的施設整備の構成

劣化保全・改良保全の
イメージ

年次整備計画作成手順
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シャッターの「はさまれ防止装置」の整備工事が
終わっている。

今後の課題は
施設総量の見直しとその再配置

武蔵野市の財務部施設課が中心になって進めて
きた「計画的施設整備」は、広義の「ファシリティ
マネジメント（FM）」の中の「計画保全」と「長
寿命化」の部分を担当し、既存の公共施設の質を
見直し、その機能の劣化を食い止め、耐震性や環
境性能を向上させ、バリアフリー化などさまざまな
ニーズに見合った機能を付加してきた。
だが、武蔵野市はそれにとどまらず、既存の公
共施設の「量の見直し」、すなわち施設総量の見直
し、施設再配置にも着手しようとしている。「聖
域」のような例外を設けず、施設の現在の顕在化
した余剰、潜在化した余剰を浮かび上がらせ、将
来予測される余剰も数量化し、財政事情も考慮し
ながら適正化を図る、というものである。それも計
画的施設整備と並ぶ、広義のFMで重要な部分で
ある。
武蔵野市は平成26年度の財政力指数が３年平均

1.412で、地方交付税の不交付団体。市債残高181
億円に対して基金残高が363億円もあり、実質公債
比率が３年平均でマイナス1.3％と、財政事情は全
国の市町村の中では恵まれている部類に入る。市
立大学や市立病院のようなコストのかかる施設も抱
えていない。しかし、市民の高齢化がどんどん進
み、将来は学校の児童数が減り、市税収入も先細
りになる予測がある。財政力が落ちる前に施設再
配置を進めようと、動き始めている。
財務部施設課と、政策立案に関わる企画調整課

は担当部署として緊密に連携している。施設課は
計画的保全整備を実施するかたわら、公共施設の

細かいハード情報の収集を進めて平成23年度に
「武蔵野市公共施設白書」をまとめている。それと
並行して企画調整課は課題を整理しながら「今後
の公共施設配置のあり方について」をまとめている。
平成24年度から平成25年度にかけて、武蔵野市

では４つの基本課題、５つの原則を盛り込んだ「第
五期長期計画」の作成を進めた。それと並行して
「公共施設等再配置検討委員会」が何度も会合を
もっている。企画調整課では「公共施設再配置の
基本的な考え方」をまとめ、さらに第五期長期計画
に基づいた公共施設の具体的な「再編素案」づく
りにも着手した。
平成26年度以降は「総合管理計画策定本部会議」

で「公共施設等総合管理計画」の策定が始まった。
 
●公共施設等総合管理計画策定本部会議
市長、副市長２名（技術担当、事務担当）、総合

政策部長、総務部長、財務部長、都市基盤部会委
員、公共施設部会委員で構成
６つの分科会
•都市基盤部会（トップは技術担当副市長）
都市基盤分科会／緑・環境分科会
•公共施設部会（トップは事務担当副市長）
※公共施設等再配置検討委員会を改組
健康・福祉分科会／子ども・教育分科会／文化・
市民生活分科会／行政・その他分科会
 
公共施設等総合管理計画策定本部会議は庁内横

断的な「第五期長期計画調整計画策定委員会」「第
五期長期計画調整計画庁内推進本部」と連係しな
がら、公共施設の総量見直しについて全市的な合
意形成を目指してきた。今から５年後ぐらいに学校
など建て替えの時期を迎える施設が多くあり、それ
までにメドをつけておきたいところ。たとえば小・

劣化カルテ 施設改修後のトイレ
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中学校の「小・中一貫化」は、FMの視点でも、よ
りよい教育カリキュラムの提供という視点でも、話
し合われている。
それを受けて施設課内では「長寿命化に向けた
FMのより一層の充実」という新たな課題が浮上し
てきた。たとえば劣化保全では積み残しの解消、
改良保全では建築機能の陳腐化抑制、リノベー
ションでは機能の向上というように、取り組むべき
テーマがいろいろと浮上してきている。
公共施設等総合管理計画は市民会議の代表者も
含めたメンバーで議論されるなど策定スケジュール
が順調に進み、平成27年度末までに計画案が公表
されている。市報での公開、パブリックコメントの
聴取を経て修正され、市議会に提出。現在は「市
民説明会」が開かれ、市民の理解を求めている。

「計画的施設整備」で
技術部署が変わった

平成10年に「計画的施設整備」の一連の導入ス
キームが始まる以前は、技術部署はもっぱら「受け
身」の姿勢で仕事をしていた。
当時、公共施設の運営・管理は全て、施設主管
課の権限だった。たとえば学校は教育委員会や学
校長、劇場・ホールは武蔵野市文化事業団が権限
を持ち、それら施設主管課が改修・修繕工事の要
望を出すと、建設部建築課はそれに基づいて工事
見積りを出し、概算要求が通って予算化すれば設
計を行って工事の施工監理を行うという「受託業
務」に徹していた。それは言ってみれば、市役所
の中に建設コンサルタントがあり、請け負って専門
性を提供しているようなものだった。
そのため、施設の改修履歴やその内容は、施設
主管課では把握していても、受け身で仕事をする
だけの建設部建築課は把握できていなかった。そ

れが「計画的な施設改修ができない」「緊急時にす
ばやい対応ができない」などの弊害を生んでいた。
「当時、ある学校で校庭の整地を実施したのです
が、工事履歴の管理ができていなかったため、数
年後に建築課の別の担当者が全く同じ内容の工事
を実施してしまうというムダが発生したこともあっ
たそうです」（岡崎さん）
そのため「計画的施設整備」では、データを一
から把握するという、基本中の基本から始めなけれ
ばならなかった。それでも結果的に「受け身の姿
勢からの脱皮」という意識改革をもたらして、施設
主管課との間で「情報の一元化、共有化」が実現
した。それによって公共施設について、横串が通っ
た俯瞰的な物の見方ができるようになったという。
武蔵野市が今後、進めようとしている「施設の
再配置」では、財務部施設課はさらに広範な役割
を期待されることになる。
現状は「計画保全」と「長寿命化（ロングライ

フ化）」の部分にとどまっているが、ゆくゆくは広
義のファシリティマネジメント全体に関わるように
なると、「財政」を考慮しながら公共施設に関する
提案を行うという新たな視点が加わることになる。
建築に関する専門性をふまえながらもより視野の広
い、戦略的な思考が求められる。
武蔵野市には「職員が自前で何でもやろうとする
気風がある」（岡崎さん）という。それは、全公共
施設の劣化を毎年、職員自らチェックして保全工
事の優先順位を決めるという独自の方式につながっ
ている。今後は建築や土木や機械のような「技術
部署」だからと言って「市の財政のことは専門外
でわかりません」ではすまされない。スペシャリス
トでありながら、ゼネラリストでもあるべし。それ
は自治体の職員なら、誰でも共通して求められるよ
うになってくるだろう。

耐震補強した学校校舎 武蔵野市財務部施設課主事　
岡崎佳奈さん
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